
℡
６
４
・
１
１
０
６

住
民
生
活
課 

税
務
係
①
②
番
窓
口

問

１
従
業
員
の
町
県
民
税
は
、
特
別
徴

収
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
！

従
業
員
に
給
与
等
の
支
払
い
が
あ
る

事
業
者
は
、
令
和
８
年
２
月
２
日
㊊
ま

で
に
「
給
与
支
払
報
告
書
」
を
各
市
町

村
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
町
県
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
？

事
業
者
（
給
与
支
払
者
）
が
、
所
得

税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
町
県
民
税

の
納
税
義
務
者
で
あ
る
給
与
所
得
者
に

代
わ
っ
て
、
毎
月
従
業
員
（
給
与
所
得

者
）に
支
払
う
給
与
か
ら
町
県
民
税（
町

民
税
＋
県
民
税
）を
徴
収（
天
引
き
）し
、

納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
が
地
方
税
法

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
別
徴
収
が
で
き
な
い
理
由
に
当
て

は
ま
ら
な
い
場
合
を
除
き
、
住
民
税
の

特
別
徴
収
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

「
特
別
徴
収
の
や
り
方
が
分
か
ら
な

い
」「
手
続
き
が
難
し
そ
う
だ
か
ら
特

別
徴
収
の
事
務
が
で
き
な
い
」
等
の
理

由
は
、
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
理
由
に

当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

給
与
支
払
報
告
書
や
特
別
徴
収
新
規

届
出
書
等
で
特
別
徴
収
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
事
業
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

へ
、
毎
年
５
月
に
「
特
別
徴
収
税
額
決

定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
税
額
を
毎
月
給
与
か
ら
天
引
き

し
、
翌
月
の
10
日
ま
で
に
、
同
封
し
て

い
る
納
付
書
を
使
っ
て
合
計
額
を
各
従

業
員
の
住
所
地
の
市
町
村
へ
納
入
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

新
た
に
特
別
徴
収
を
行
う
従
業
員
が

増
え
た
、
特
別
徴
収
し
て
い
た
従
業
員

が
退
職
し
た
等
の
理
由
で
、
特
別
徴
収

税
額
に
変
更
が
あ
れ
ば
、
事
業
者
（
特

別
徴
収
義
務
者
）
の
方
か
ら
、
従
業
員

の
住
所
地
の
市
区
町
村
へ
届
出
が
必
要

で
す
。

従
業
員
の
方
が
お
住
ま
い
の
市
町
村

事
業
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

従
業
員
（
納
税
義
務
者
）

①給与支払報告書の提出
（2月2日まで）

②特別徴収税額の通知
（５月31日まで）

⑤町県民税の納入
（翌月10日まで）

③特別徴収税額の通知

④給与からの特別徴収
（６月から翌年５月までの毎月）

町
県
民
税
の
特
別
徴
収
の

方
法
に
よ
る
納
税
の
し
く
み
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２
土
地
・
家
屋
等
の
固
定
資
産
税
の

課
税
は
毎
年
１
月
１
日
時
点
の
状

況
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
ま
す
！

土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
変
更
が
あ
る
場
合
は
税
務
係
ま
で
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
令
和
８
年

１
月
２
日
以
降
に
用
途
や
名
義
を
変
更

し
た
場
合
は
、
令
和
９
年
度
の
固
定
資

産
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

◆
土
地
の
用
途
変
更
な
ど

住
宅
の
敷
地
に
は
特
例
と
し
て
、
税

負
担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

事
務
所
・
店
舗
を
改
装
し
住
宅
と
し
て

使
用
す
る
場
合
や
住
宅
を
住
宅
以
外
の

用
途
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

◆
家
屋
の
新
増
築
、
取
り
壊
し
な
ど

家
屋
の
新
築
・
増
築
・
改
築
や
取
り

壊
し
な
ど
を
行
っ
た
場
合
は
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。
新
築
住
宅
が
長
期
優
良
住

宅
の
場
合
は
、
別
途
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

耐
震
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、
省
エ
ネ
の

た
め
の
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
も
、

一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
申

告
に
よ
り
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
の

申
告
に
つ
い
て

◆
償
却
資
産
と
は
？

１
月
１
日
現
在
で
、
会
社
や
個
人
が

事
業
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
、

機
械
、
車
両
、
船
舶
、
器
具
・
備
品
な

ど
の
資
産
で
す
。
（
た
だ
し
、
土
地
や

家
屋
、
自
動
車
を
除
き
ま
す
。
）

償
却
資
産
の
対
象
と
な
る
も
の
（
例
）

◆
償
却
資
産
の
所
有
者
に
は
、
地
方
税
法

第
３
８
３
条
（
固
定
資
産
の
申
告
）
に
よ

り
毎
年
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
！

（
※
前
回
の
申
告
か
ら
内
容
が
変
わ
っ

て
い
な
い
方
も
申
告
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
）

償
却
資
産
の
所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ

相
続
等
で
事
業
を
引
き
継
い
で
い
る
場

合
や
廃
業
さ
れ
た
場
合
も
そ
の
旨
の
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

令
和
８
年
度
分
は
、
令
和
８
年
２
月

２
日
㊊
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
が
届
か
な
い
方
は
、
申
告
書
一

式
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
税
務
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
法
令
等
で
定
め
る
特
例
の
認

可
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
申
告
書
と

併
せ
て
そ
の
旨
を
証
明
す
る
書
類
を
添

付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

４
町
税
の
納
め
忘
れ
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
か
？

湯
浅
町
、
和
歌
山
県
お
よ
び
和
歌
山

地
方
税
回
収
機
構
で
は
、
11
・
12
月
を

合
同
の
「
滞
納
整
理
月
間
」
と
し
て
、

滞
納
額
縮
減
の
た
め
差
押
え
を
行
う
な

ど
、
連
携
し
て
滞
納
整
理
を
進
め
て
い

ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
付
し
な
い

と
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
金
の
ほ
か
に

延
滞
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
滞
納
を
放
置
す
る
と
、
法

令
に
基
づ
き
滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
り

な
く
、
強
制
的
に
財
産
の
差
押
え
や
公

売
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

税
金
は
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

口
座
振
替
を
利
用
す
れ
ば
、
納
期
限
に

登
録
い
た
だ
い
た
口
座
か
ら
自
動
的
に

引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

飲
食
店

厨房設備
レジスター
カラオケセット
冷蔵庫など

理
容
業
・
美
容
業

理・美容椅子
洗面設備
タオル蒸し器
サインポールなど

農
業

ビニールハウス
電動機
スプリンクラー
選果機など

小
売
店

商品陳列ケース
冷蔵庫
自動販売機
冷蔵ストッカーなど

医
院

ベッド
手術台
X線装置
調剤機器など

漁
業

漁船
魚群探知機
無線機
漁具など

※太陽光発電設備を所有している下記の方についても申告してください。
　①個人（住宅用）として10kw以上の太陽光発電設備を設置し、売電している方。
　②個人（事業用）または法人として太陽光発電設備を所有している方。
※上記は一例です。業種により他にも償却資産があります。

▲償却資産の申告について
詳しくはこちら

7 令和７年12月


